
令和５年度 第１回朝霞市健康づくり推進協議会

日 時 令和５年７月１１日（火）

午後１時３０分～２時３０分

会 場 朝霞市保健センター

２階 健康教室

会 議 次 第

１ 開 会

２ 朝霞市健康づくり推進協議会委員委嘱書交付

及び委員紹介

３ 会長・副会長の選出

４ 議 題

（１）令和４年度保健事業について（実績報告）

（２）令和５年度保健事業について（計画）

（３）あさか健康プラン２１について

（４）健康まつりについて

（５）その他

５ 閉 会



（１）

（２）

（３）

発達障害を含む発達につまずきのある子どもたちの早期発見、早期支援と、とぎれのない総合的な支援を図る

育み支援バーチャルセンター事業が利用されたことで、多くの発達障害児者の地域生活支援に寄与することがで

きました。

（４）

妊婦一般健康診査に係る費用のうち、14回分と新生児の聴覚検査1回分の費用を助成をすることで、多くの妊婦に対し、

令和４年度保健事業実績報告　　　　　　　　　　　　資料１
地域医療確保事業

朝霞地区第二次救急医療圏における救命救急医療体制の整備を推進することができました。

事　　業　　名 事　業　費 概　　　　要

埼玉県及び志木市、和光市、新座市と共に、日本大学に救命医確保を前提

とした寄附講座を設置し、国立埼玉病院に救命救急専門医の派遣を行った。

子どもを望む夫婦の負担軽減を図り、少子化対策に寄与することができました。

事　　業　　名 事　業　費 概　　　　要

早期不妊検査費助成補助金　　66件　（限度額2万円）

不育症検査費助成補助金　　　　9件　（限度額2万円）

早期不妊治療費助成補助金　　32件　（限度額10万円）

あさか健康プラン２１推進事業

あさか健康プラン２１を推進したことで、市民一人ひとりが前向きに元気で生活することに寄与することができました。

事　　業　　名 事　業　費 概　　　　要

健康マイレージ参加者数  3,197人

講演会参加者数　　　　　　 35人

ASAKA健康ラウンジ参加者数　56人

健康あさか普及員登録者数　421人

育み支援バーチャルセンター事業

事　　業　　名 事　業　費 事業内容等 実施者数 対象者

巡回相談（保育園） 231人 保育園児、保育士

巡回相談（幼稚園） 76人 幼稚園児、幼稚園教諭

巡回相談（小中学校） 27人 小中学生、小中学校教諭

巡回相談報告会 5人 保育士、幼稚園教諭

発達相談 154人

親子グループ 287人

妊婦一般健康診査等事業

妊娠中の異常の早期発見と適切な治療や保健指導が実施され、新生児の聴覚スクリーニングによる早期発見に寄与しま

した。

事　　業　　名 事　業　費 事業内容等 実施者数 対象者

一般健康診査14回
（問診及び診察、血圧・
　体重測定、尿化学検
　査、貧血・超音波）

延べ　　14,741人

風疹ウイルス抗体検査 1,158人

B型肝炎抗原検査 1,158人

C型肝炎抗体検査 1,158人

子宮がん検診 1,100人

HIV抗体検査 1,158人

HTL-V１ 1,160人

クラミジア 1,143人

新生児聴覚検査 1,114人 新生児

朝 霞 地 区 救 命 救 急 医 療
寄 附 講 座 支 援 事 業

1,388 千円

早期不妊検査費・不育症検査
費・早期不妊治療費助成事業

4,585 千円

あ さ か 健 康 プ ラ ン ２ １
推 進 事 業

1,901 千円

育 み 支 援 バ ー チ ャ ル
セ ン タ ー 事 業

7,697 千円

発達が気になる児童
及び保護者

妊婦一般健康診査等事業 115,326 千円
妊婦
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（５） 乳幼児健康診査事業

乳幼児の健全な発育発達を図るため、疾病の早期発見及び育児支援に寄与できました。

（６） 母子訪問指導事業

育児上、保健指導が必要と認めるものに対しての保健師・助産師等による訪問指導により、健康の保持増進が

図られました。

（７） 未熟児養育医療給付事業

入院を必要とする未熟児の医療費について、自己負担分を公費負担することにより、扶養義務者の負担軽減が

図られました。

（８） 妊娠・出産包括支援事業

妊娠・出産包括支援事業を実施したことにより、すべての妊婦へ保健師等が面接を行い、必要に応じて

支援プランを作成し、継続した支援に繋げることができ、妊娠中の早期から支援が行えました。

また、退院直後の母子の心身のケアや育児サポート等を行うことで、不安の軽減を図ることができました。

事　　業　　名 事　業　費 事業内容等 受診者 対象者

4か月児健康診査 1,227人 4か月児

10か月児健康診査 1,175人 10か月児

1歳6か月児健康診査 1,186人 1歳6か月児

3歳児健康診査 1,299人 3歳児

事　　業　　名 事　業　費 事業内容等 実施件数 対象者

新生児等訪問指導 1,038件 おおよそ生後1・2か月児とその産婦

乳児家庭全戸訪問指導 159件 生後4か月児と親

乳幼児訪問指導 107件 乳幼児と親

未熟児訪問指導 19件 養育医療受給児とその親

健診未受診児訪問 41件 健診未受診児

事　　業　　名 事　業　費 概　要

給付実人数　38人　　給付件数120件

事　　業　　名 事　業　費 事業内容等 実施件数 対象者

来所者 1,208件

支援プラン作成 203件

産後ケア 20件
退院後から生後1歳未満
までの児と母親

乳 幼 児 健 康 診 査 事 業 19,669 千円

母 子 訪 問 指 導 事 業 8,570 千円

未熟児養育医療給付事業 13,559 千円

対象者　次のいずれかに該当する乳児（１歳未満）
　　　　①出生時の体重が2,000グラム以下
　　　　②生活力が弱く、医師が入院養育を必要と認めた場合

妊娠・出産包括支援事業 9,165 千円

妊産婦
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（９）

出生６週０日後～出生２４週０日後

出生６週０日後～出生３２週０日後

生後２か月～１歳に至るまで

生後２か月～５歳に至るまで

生後２か月～５歳に至るまで

生後３か月～７歳６か月に至るまで

生後３か月～７歳６か月に至るまで

１歳に至るまで

１歳～３歳に至るまで

１歳～２歳に至るまで

１１歳～１３歳未満

65歳以上の方等

（10）

（11）

予防接種事業

各種定期予防接種等を実施したことで、感染症の感染及び発症予防、症状の軽減化を図ることができました。

事業名 事　業　費 種類 実施者数 接種率 対象者

ロタリックス 1,226 50.5%

ロタテック 1,759 48.3%

B型肝炎 3,621 99.4%

ヒブ 4,827 99.4%

小児用肺炎球菌 4,827 99.4%

四種混合 4,804 98.2%

不活化ポリオ 1 0.0%

ＢＣＧ 1,229 101.2%

水痘 2,252 86.9%

麻しん風しん（第１期） 1,185 98.8%

麻しん風しん（第２期） 1,246 95.1% 平成２８年４月2日～平成29年4月1日生

麻しん 0 0.0%

風しん 0 0.0%

日本脳炎（第１期） 4,343 110.2%
生後６か月～７歳6か月に至るまで
※特例対象者は２０歳未満

日本脳炎（第２期） 2,012 154.5%
9歳～１３歳未満
※特例対象者は２０歳未満

二種混合（第２期） 969 79.2%

ヒトパピローマウイルス※ 830 46.8%
小学6年生～高校1年生相当年齢
及び平成9年4月2日～平成19年4
月1日生の女子　

高齢者インフルエンザ 14,780 52.5%

高齢者肺炎球菌
(定期接種）

1,014 28.0%
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳
90歳、95歳、100歳の方等

風しん抗体検査 334 2.2%
昭和37年4月2日～昭和54年4月
1日生の男性

風しん第５期定期接種
（麻しん風しん混合）

105 138.2%
昭和37年4月2日～昭和54年4月
1日生の男性で、検査結果が十分な
抗体量がないことが判明した方

※上記定期接種者の他キャッチアップ接種実施者９６３人　

健康危機対策事業

感染症や熱中症などの発生・予防及び感染拡大を防止するための情報提供や啓発活動等の対策を図ることができました。

また、新型コロナウイルスの症状のある方に対して、抗原検査キットを送付したり、陽性者にパルスオキシメータを送付しました。

事　　業　　名 事　業　費 概　　　　要

市民への感染症等に関する情報提供等の啓発活動

クールオアシスの設置や市民への熱中症に関する情報提供等の啓発活動

抗原検査キットやパルスオキシメーターの送付

歯科保健事業

幼児及び成人に対して歯の健康診査、フッ化物塗布、保健指導、健康教育を実施したことで、虫歯予防や歯周病予防

に寄与することができました。

事　　業　　名 事　業　費 事 業 内 容 等 受 診 者 数 対 象 者

成人歯科健康診査 71人  16歳以上の市民

幼児歯科健康診査 215人  幼児（5歳児）

フッ化物塗布 996人  3歳児健康診査受診者

ロタ
ウイル
ス　

１歳～２歳に至るまで、又は、平成
２８年４月2日～平成29年4月1日
生

健 康 危 機 対 策 事 業 775 千円

歯 科 保 健 事 業 1,215 千円

485,849 千円
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（12） 精神保健事業

朝霞市自殺対策計画の進捗管理を行うとともに、自殺対策の推進を図りました。また、ゲートキーパー研修等を充実し、

更なるこころの健康づくりの推進を図りました。

（13）

（14）

（15）

事　　業　　名 事　業　費 事業内容等 実施者数 対象者

精神保健相談事業（電話・面談等） 62人

訪問指導 23人

自殺対策事業（ゲートキーパー研修） 75人 庁内職員等

自殺対策事業（啓発物の配布） ― 市民等　600部配布

自殺対策事業（こころの体温計） ―
市民等アクセス数　

19,352件

新型コロナウイルスワクチン接種事業

新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保し、個別医療機関、集団接種会場でのワクチン接種を行うことができました。

事　　業　　名 事　業　費 概　　　　要

接種券作成・送付、コールセンター業務、集団接種会場運営、接種費用支払

・コールセンター業務　電話応答数（4月～3月）　39,795件

・ワクチン接種　接種数　174,031件（個別 165,923件、集団 8,108件）

がん検診事業

がん検診を実施したことで、がんの早期発見・早期治療に寄与することができました。また、乳がんグローブを配布した

ことで、自己検診の普及啓発を行うことができました。

事　　業　　名 事　業　費 がん検診の種類 受 診 者 数 対 象 者

胃がん 4,938人  30歳以上

子宮がん(頸部) 4,307人

子宮がん(体部) 393人

大腸がん 8,790人

肺がん 9,618人

肺がん(喀痰) 266人

前立腺がん 3,220人  55歳以上の男性

成人健康診査事業

健康診査で、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者・予備軍を抽出し、必要な人に保健指導を実施したことで、

生活習慣を改善するための機会を提供することができました。

事　　業　　名 事　業　費 検 査 項 目 等 受 診 者 数 対 象 者

成人健康診査(集団健診) 269人  30歳から39歳

精 神 保 健 事 業 664 千円

精神障害者等

新型コロナウイルスワクチン接
種 事 業

833,822 千円

 20歳以上の女性

乳がん
4,223人

（乳がんグローブ
配布数441枚）

 30歳以上の女性

 30歳以上

成 人 健 康 診 査 事 業 5,123 千円
健康診査(個別健診) 259人

 40歳以上の
 生活保護受給者

肝炎ウイルス検診 130人
肝炎ウイルス検診を受け
たことのない40歳以上

が ん 検 診 事 業 193,867 千円
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（16）

（17）

開所日数 日

入場者数 人 （1日平均　635　人）

利用内訳 プール 人

　 リフレッシュルーム 人

　 トレーニングルーム 人

骨粗しょう症予防事業

骨粗しょう症の予防検診・教室を実施し、早期発見とその予防法について啓発活動を実施したことで、生活習慣を

見直す機会を提供することができました。

事　　業　　名 事　業　費 検 査 項 目 等 受 診 者 数 対 象 者

健康増進センター管理運営事業

健康増進センターの管理運営を行い、市民の健康の維持・増進及び体力づくりを図ることができました。

事　　業　　名 事　業　費 概　　　　要

330 

209,702 

139,868 

16,720 

53,114 

骨 粗 し ょ う 症 予 防 事 業 1,393 千円 骨密度測定 505人
 40､45､50､55､60､
65､ 70歳女性

健 康 増 進 セ ン タ ー
管 理 運 営 事 業

203,635 千円
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1/2

○朝霞市健康づくり推進協議会条例

平成25年１月15日条例第17号

改正

平成29年３月29日条例第２号

平成29年12月20日条例第21号

朝霞市健康づくり推進協議会条例

（目的）

第１条 この条例は、朝霞市健康づくり推進協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定

めることを目的とする。

（設置）

第２条 市民の健康づくりの推進及び普及啓発を図るため、朝霞市健康づくり推進協議会

（以下「協議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第３条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(１) 健康増進法（平成14年法律第103号）第８条第２項の市町村健康増進計画の策定及

び評価に関すること。

(２) 朝霞市健康づくり推進条例（平成28年朝霞市条例第47号）に基づく健康づくりの推

進に関すること。

(３) 前２号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの施策に関し必要と認めること。

（組織）

第４条 協議会は、委員15人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 関係行政機関の職員

(２) 保健医療関係団体から推薦された者

(３) 教育関係団体から推薦された者

(４) 公益を目的とする団体から推薦された者

(５) 健康づくりに関する活動を行っている団体から推薦された者

(６) 学識経験を有する者

(７) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民



2/2

（会長及び副会長）

第５条 協議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（任期）

第６条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、こども・健康部健康づくり課において処理する。

（雑則）

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成29年３月29日条例第２号）

この条例は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（平成29年12月20日条例第21号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。



計 画 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（国）健康日本２１（第二次） 

（県）健康埼玉２１（第二次）

（市）あさか健康プラン２１
（第二次）

第二次 計画期間：H25～R4

 第二次 計画期間：H25～R4

第二次 計画期間：H26～R4

あさか健康プラン２１（第二次）について

【現行（第二次）の計画期間】

　平成２６年度から令和５年度までの１０年間（令和４年度に１年延長）

【位置付け等】

■健康増進法第8条２項

　市町村は、基本方針（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針）及び都道

府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策につい

ての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

■国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針

（厚生労働省告示第430号）第3の2の4

　市町村は、市町村健康増進計画を策定するに当たっては、都道府県や保健所と連携しつ

つ、特定健康診査等実施計画と市町村健康増進計画を一体的に策定するなど、医療保険者

として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携を図るとともに、

市町村介護保険事業計画その他の市町村健康増進計画と関連する計画との調和に配慮する

こと。

■国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針

（厚生労働省告示第430号）第3の2の5

　都道府県及び市町村は、国の目標の期間を勘案しつつ、一定の期間ごとに計画の評価及

び改定を行い、住民の健康増進の継続的な取組に結び付けること。

 

【国・県の計画期間】

 

 

 

１年
期間延長

１年
期間延長

埼玉健康長寿
計画と統合

資料２



資料３につきましては、著作権の関係から公開することができない資料です。



資料４

あさか健康プラン２１（第３次）策定に係る

市民健康意識調査（アンケート）実施概要

１ 目 的 朝霞市民の健康づくりへの意識、生活習慣、健康状態に関す

る現状把握を行う。

２ 対 象 ①１８歳以上の一般成人（無作為抽出） １，８８０人

②市内の小学５年生、中学２年生 ２，３６１人

（令和 5年 5月 1日現在）

３ 実施方法 ①郵送（紙媒体）〈全 68問〉
受託事業者が郵送で調査票を配布、返信用封筒による回答

②WEB 〈全 20問〉
小中学校で QRコードを記載した案内を配布、市アンケー
トフォームによる回答

４ 実施スケジュール

① ７月 ７日 アンケート設問作成（市）

調査票、封筒の作成（受託事業者）

対象者の抽出（市）

７月１８日 アンケート発送（受託事業者）

８月 ４日 回答期限（市で回収し、受託者へ渡す）

８月中 アンケート分析（受託者）

② ６月中 アンケート設問作成（市）

７月 ３日 校長会にて説明、アンケート依頼（市）

７月 ５日 教頭会にて説明（市）

７月 ６日 各校へ案内チラシを配布（市）

７月２０日 回答期限（市でデータ抽出、受託者へ渡す）

８月中 アンケート分析（受託者）





























あさか健康プラン
みんなでつくる健康のまち

第２次
ダイジェスト版

朝 霞 市

　あさか健康プラン２１（第2次）は、疾病や
障害があっても「健康」な状態をつくること
ができるという前向きな発想で健康づくり
をすすめています。

　朝霞市では健康づくりの知識の普及啓発のひとつとして、
健康あさか普及員とともに「ロコモティブシンドローム」の予防
について、普及活動を実施しています。

知っていると回答した人の割合は、
策定時２３．２％→３６．７％
朝霞市では引き続き、「ロコモティブシンド
ローム」の予防について、普及活動を行いま
す。

現在、多くの健康あさか普及員が、健康づ
くりの普及活動を行っています。仲間になっ
て健康づくりを一緒にすすめませんか？

平成３４年（２０２２年）
までの計画です。

くらしの中から
健康づくり

朝霞市民健康意識調査の結果より

★健康あさか普及員を知っている人の割合…１１．７％

健康づくりの輪　一緒に広げましょう！！
発　　　行 朝霞市
発行年月日 平成３０年３月
編　　　集 健康づくり課（朝霞市保健センター内）
　　　　　　朝霞市本町１－７－３　℡０４８－４６５－８６１１

21

H29.11月実施

あさか健康プラン21（第2次）とは…

ロコモティブ
シンドローム
とは

運動器症候群のこと。
骨、関節、筋肉が衰えて
1人で立ったり、歩いたり
することが困難になること、
あるいはその可能性が

高い状態。

朝霞市とともに
健康づくりを推進していく
ボランティアです

食生活

健康観 喫煙

飲酒

身体
活動

休養・
こころ

歯科・口腔

計画の期間

基本テーマ



あさか健康プラン２１では、「くらしの中から健康づくり」をテーマに、健康づくり活動を推進します。平成29年度
中間評価を行い、
平成34年度の目標を
設定しました。 乳幼児・学齢期（～18歳） 青年期（19～39歳） 壮年期（40～64歳） 高齢期（65歳～）

めざす姿

一人ひとりが
できること

地域・行政が
できること

子どもの健やかな生活習慣の確立を
めざします

社会生活を営むための機能の維持が鍵。
適正体重の維持や運動能力の維持・向上、
社会参加の促進をめざします

健康を支える生活習慣の維持・改善（食生活・身体活動・こころ・飲酒・喫煙・歯）を
めざします

健康観

食生活

食生活

食生活

食生活

喫　煙

喫　煙

飲　酒

飲　酒

休養・こころ

休養・こころ

休養・こころ

休養・こころ

歯科・口腔

歯科・口腔 歯科・口腔
歯科・口腔

歯科・口腔歯科・口腔

身体活動

身体活動

身体活動

身体活動

食生活身体活動

食生活身体活動

●疾病や障害があっても健康な状態は保てることを理解しましょう

●１日３回規則正しい食事をしましょう
　（朝ごはんを食べましょう）

●会話をしながら、食事を楽しみましょう

●運動やスポーツなどで毎日身体を
　動かしましょう

●歯磨きの習慣をつけましょう
●定期的な歯科健診を受けましょう

●食生活の向上に関する正しい情報を提供
　します

●健康診査・がん検診受診率の向上をめざし、機会の提供を行います

●運動、食生活、休養など、生活習慣改善に関する情報提供を行います

●歯科保健に関する正しい知識の普及を図ります
●口腔ケアの必要性を啓発します

●生涯学習の充実・自主活動を支援します ●地域のつながりを強化し、活動に参加する
　人を増やします

●COPD（慢性閉塞性肺疾患）の知識を普及します
●ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
　の知識を普及します

●むし歯の子どもの数を減らします

●運動習慣のある人を増やすため、運動できる機会の提供を行います

☆食事は３食、規則正しく食べるように気をつけている生徒
  （現状値）H25年 82.7％　→（目標値）H34年 85％

★３歳児でむし歯のない子ども
　（現状値）H28年 87.3％　→（目標値）H34年88％

●日常生活の中で、自分にあった方法で積極的に身体を動かしましょう

●健康診査・がん検診を受けましょう

●毎日の歯磨きと、定期的な歯科健診を受けましょう

●喫煙によるリスクを考えましょう
　（20歳以上） ●適正体重を維持しましょう

●十分な睡眠をとりましょう
　（リラックス時間の確保）

●節度ある飲酒をしましょう
　（20歳以上） ●活動に参加し、地域とつながりましょう

☆定期的に週3回以上行っている者　（現状値）H29年 20.1％　→（目標値）H34年 25％

★特定健康診査受診率（現状値）H２８年度 41.8％ →（目標値）H34年 60％
★肺がん検診受診率（現状値）H２８年度 25.4％ →（目標値）H34年 40％
★子宮がん（頚部）検診受診率（現状値）H２８年度 16.5％ →（目標値）H34年 50％

★過去1年間に歯科健診を受診した者　（現状値）H26年49.6％　→（目標値）H34年 55％

☆「COPD」（慢性閉塞性肺疾患）について知っている者
　（現状値）H29年 39.0％　→（目標値）H34年 50％

☆「ロコモティブシンドローム」について知っている者
　（現状値）H2９年36.7％　→（目標値）H34年 50％

☆１人で食事をすることが少ない生徒
　（現状値）H25年 62.9％　→（目標値）H34年 65％

☆運動やスポーツなど、からだを動かすことを週3日以上し
ている

　（現状値）H25年 60.5％　→（目標値）H34年 70％

●生きがいや趣味を持ちましょう

●１日３食バランスよく食べましょう
●薄味をこころがけましょう

★胃がん検診受診率（現状値）H２８年度 13.7％ →（目標値）H34年 40％
★大腸がん検診受診率（現状値）H２８年度 25.2％ →（目標値）H34年 40％
★乳がん検診受診率（現状値）H２８年度 18.4％ →（目標値）H34年 50％

●８０才で２０本の自分の歯を
残せるようにしましょう

●歯や口腔の手入れの習慣と定期的な歯科
健診を受けましょう

★12歳児でむし歯のない子ども
　（現状値）H28年 77％　   →（目標値）H34年 79％　

★ 健康に関する各種統計データより　　☆ 朝霞市民健康意識調査（H29.11月実施）より


